
太田市ファミリー・サポート・センターは「援助を受けた

い人（おねがい会員）」と「援助ができる人（まかせて

会員）」が会員となり、センターを通じて育児の助け合

いを行う制度です。

●活動内容

・一時的な子どもの預かり（原則、まかせて会員の自

宅で預かります）

・保育施設や学童などへの送迎

・病児･病後児の預かり など

●有償のボランティア活動です（おねがい会員の利用

料は１時間５００円～、まかせて会員の報酬は

１時間８００円～）

●活動に際しては、補償保険に加入しています

●まかせて会員は事前に登録講習会を受講していた

だきます

興味のある方は、太田市ファミリー・サポート・センター

（新田庁舎内）まで 電話：0276-57-2822

内容 新田庁舎周辺で図書館や保健センターを中心とし
た複合施設を計画中です。施設の使い方やデザイ
ンなどを話し合うワークショップに参加して、一緒に
新しい施設をつくってみませんか。

日時 ５月３０日（日）、午後２時～５時
会場 木崎行政センター
対象 市内に在住または在勤・

在学する人
定員 ４０人程度（定員を超えた

場合は選考・抽選）
参加費 無料
申し込み及び 上の２次元コードまたは電話で、
問い合わせ 企画政策課へ（0276-47-18９２）

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により延
期・中止等をする場合がありますので、市ホームページ
で最新の情報を確認してください。

■問合せ 環境政策課 ℡47-1953
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ま 稀に見る 下田遺跡の 烏帽子形漆器

☆知ろう学ぼう木崎郷土かるた☆

３月３１日（水）、

木崎行政センター

において、木崎花の

会主催による、花植

えを実施しました。

多くの方のご協

力により、サフィニ

アの花苗が玄関先

や、花壇に植えられ

ました。暖かくなる

につれ、行政センタ

ーはきれいな花で

いっぱいになるこ

とでしょう。お越し

の際は、ぜひご覧く

ださい。

5 月 30日（日）に開催を予定していた春

季クリーン作戦は中止となりました。

日頃より地域の環境美化の向上にご協力

ください。

春に予定していた狂犬病予防注射（集合

注射）は、９月以降に延期します。犬の飼

い主は、12月 31日までに動物病院等で

受けさせてください。詳しくは５月１日号

広報おおた又は環境政策課HPをご覧く

ださい。



５月３１日（月）は、月末点検日た

め、貸館業務はお休みとなります。

窓口業務（住民票や戸籍等の発行、

納税業務、福祉関係業務等）のみ行な

っております。

《あおぞららんど》対象：幼児親子

・読み聞かせ、手遊び等 6月 1，8，15，22，29 日（火） 午前 11 時～ 自由参加

《あおぞら組》対象：１、２歳児親子

・リトミック 6月 2日（水） 午前 10 時 30 分～ 先着 15 組 受付：5月 19日～

・じゃがいも掘り 6月 16 日（水） 午前 10 時 30 分～ 先着 15 組 受付：6月 2日～

《あおぞらりずむ》対象：乳幼児親子

・リズム遊び、手形、足形 6月 25 日（金） 午前 11 時～ 自由参加

※事業により、申込み期間が異なります。また、行事は中止になる場合があります。

お問い合わせは直接木崎児童館にお願いいたします。 ☎56-8400

健康上の理由で歯科医院へ通院できない方、困っている方を対象に歯科医師が自宅や施設へ訪問して治療します。

【対象者】歯科医院へ通院できない方 ※医科に通院されている方の訪問はできません。

【ご相談・お問い合わせ先】太田新田歯科医師会 歯科訪問センター 0276-45-7320

市内に「還付金詐欺」の予兆電話がかかってきています。市役所職員を名乗り、「払い過ぎた医療費を還付

します。口座とマイナンバーカードの番号を教えて」というような電話があったら、還

付金詐欺を疑ってください。公的機関が還付金受取りのために電話で連絡することはあ

りません。安易に個人情報を伝えないで、いったん電話を切り事実確認をしてください。

このような電話が来たり不安に感じたら、消費生活センターに連絡してください。

消費生活センター ℡0276-30-2220

固定資産税（普通徴収） 第１期

軽自動車税（全期分）

５月３１日（月）納期限です。

納税に関するご相談は 収納課 (47-1820

●日時 令和 3年 6月 23 日（水）

①午前 9時 15 分～10 時 15 分

②午前 11 時～12 時

●定員 各 20 名

●会場 木崎行政センター

●講師 桑原先生（健康運動指導士）

●内容 転倒予防のためのシニア向け運動

●参加費 無料

●持ち物 タオル、飲み物

●対象 太田市内在住の 65 歳以上の方で、要介護、要支援の認定を受けている方でも参加可能です。

（治療中の人は主治医に相談してください）

●申し込み及び問い合わせ

電話にて事前に①②どちらかお申込み下さい（定員になり次第締切）

連絡先：新田地域包括支援センター ℡56-1717

※参加される方へ

必ずマスクを着用してお越しください。（マスクを着用しての運動になります）

自宅で検温をし、発熱（37.5℃以上）や咳など風邪症状、味覚・臭覚の異常がある場合は参加を

控えていただくようお願いします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期になる場合がありますのでご了承ください。


